
制定日：2025.03.17

納入前 納入後

N Y

特採 営業担当者が顧客苦情処理の判断

再製作 Y N

要求あれば

要求あれば

不適合品の管理と判断基準

営業担当者が顧客に問い合わせ

手直し・特採・再製作などは

営業担当者が指示する

特別採用申請書発行

不適合品の発見時 不適合品の発覚時

納品

顧客苦情処理顛末書

検査 記入方法は手順書通り


